
 

I 

 

 

 

 

2024 年作成 

                              

 
 

 

船 舶 電 気 装 備 技 術 講 座 
（中級） 

電気装備技術基準編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 日本船舶電装協会 
 



 

II 

 

はしがき 

 

 近年船舶の設備は益々高度化かつ複雑化しつつあり、それにつれて電気

装置があらゆる設備に利用されるようになってきている。したがって、こ

の電気設備の装備を行うものにとっては、その使命、責任が重大であり、

電気艤装の良否によって船の性能に大きな影響を与える。 

 電気艤装工事に当っては、注文主の要求は勿論、法規、規則、規格類を

満足するものでなければならない。 

 本書は電気艤装設計者を対象としてこれらの法規、規則、規格類につい

て説明を加えてとりまとめたものである。 

 なお、本書はボートレースの交付金による日本財団の助成金を受けて作

成したものである。 
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